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令和８年度京都府知事選挙予定候補者の皆様へ 

「公開質問状」へのご協力のお願い 

  

 

 私たち「旧優生保護法による被害者とともに歩む京都の会」（以下「歩む京都の会」という。）は、

京都府内の障害者当事者とともに歩む９団体によって構成し、優生保護法問題の全面解決、及び

優生思想を認めず、障害者権利条約に基づいた差別のない社会の実現をめざす運動を進めて

います。 

  

 ２０２４年７月３日の最高裁判決において、旧優生保護法の規定を憲法違反とした上で、これを

定めた国会の立法行為が国家賠償法上違法であることを認める判決が言い渡されました。判決

は、旧優生保護法が、現行憲法の下にありながら、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止

する」（第１条）ことを目的として掲げ、障害のある人等の生存そのものを否定し、憲法第１３条及び

第１４条第１項に反する極めて非人道的かつ差別的な内容により、長年にわたり人権侵害を続け

てきたことを司法判断によって認めたものです。 

 また、旧優生保護法が、優生思想を国策として広め、優生手術等を推進し多数の被害を生んで

きた事実は、社会に優生思想を根付かせるものであり、現在も存在する障害者差別につながって

います。 

 最高裁判決を受け、２０２５年１月１７日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対

する補償金等の支給等に関する法律」（以下「本法律」という。）が施行されました。 

 私たちは、本法律施行を契機に、旧優生保護法による被害の全面的な人権回復を実現させると



ともに、優生思想に基づく差別・偏見をなくし、誰もが等しくかけがえのない個人として互いに尊

重しあうことができる社会の実現に向けて京都府に対して要望し、健康福祉部こども・子育て総

合支援室と懇談会を実施してまいりました。 

 さて、任期満了による京都府知事選挙が３月１９日告示、４月５日投開票で予定されています。

選挙を前に、「歩む京都の会」では各予定候補者のみなさまに公開質問を実施することにいたし

ました。 

 

ご回答結果は告示前に「歩む京都の会」の構成団体の一つである（一社）京都府聴覚障害者協

会のホームページ上で掲載させていただくとともに各構成団体の広報媒体にて周知いたします。 

 

 告示を間近に控えご多忙の折とは存じますがどうぞよろしくお願い致します。なお、回答がなか

ったところは（無回答）で公開いたします。 

 

記 

 

 質問事項 

 

１ 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」

に基づき府内のすべての被害者への謝罪と補償を届けるために行政としてどのような手立てが

必要かご自身の考えをお書きください。 

 京都府における補償金等の支給認定申請件数は令和７年１月～１１月の間で３１件にとどまって

います。当団体が京都府に緊急要望、担当課との懇談会を実施しましたが、依然として京都府の

動きがみえません。 

国の施策である旧優生保護法に則り、施策を進めてきた事実を受け止め、旧優生保護法問題に

対する謝罪と京都府としての施策推進を望んでいます。 

  

 

 

２ 府内の旧優生保護法問題にかかわる被害の検証をどのように実施されますか、旧優生保護法

問題にかかる実態調査、被害者の掘り起こしのためにどのような取り組みを行うべきかご自身の

考えをお書きください。 

 まず旧優生保護法問題の全面解決に向け、京都府として過去の資料を精査し、旧優生保護法

問題の実態を調査するとともに、京都府独自の調査結果を公表すべきです。調査結果の公表に

より、国家そして都道府県の責任を明らかにし、今後の施策や人権教育に活かすことにより、社会

の目が届いていないところで侵害されている人権の回復に繋がると考えます。 

  



３ 上記のほか旧優生保護法問題にかかわり、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお書き

ください。 

 

 

 

以上よろしくお願いいたします。 

末筆ながら貴殿の京都府知事選挙のご健闘をお祈りいたします。 

 

※以上の内容について、お忙しい中恐縮ですが３月１０日（火）必着で下記の連絡先にご回答をお

願いいたします。 メール（PDFデータ添付）でもＦＡＸでも結構です。 

 

【公開質問 お問い合せ・回答送り先】   

旧優生保護法による被害者とともに歩む京都の会事務局 

〒604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町２番地 

京都市聴覚言語障害センター気付 

一般社団法人京都府聴覚障害者協会 

FAX （075）841-8433  

TEL （075）432－7705 

E-mail info@deaf-kyoto.or.jp  

担当 田中、高瀬 

 

 

(構成団体) 

一般社団法人京都府聴覚障害者協会 

障害者権利条約の批准と完全実施を目指す京都実行委員会 

日本自立生活センター 

NPO法人京都頸髄損傷者連絡会 

旧優生保護法被害弁護団（京都） 

京都手話通訳問題研究会 

京都府手話サークル連絡会 

きょうされん京都支部 

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 

以上 

 

 


